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推進計画の取組方針 
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1. 計画の策定にあたって 

1.1 策定の趣旨 

令和元年東日本台風や近年の局所的豪雨などによる被災を踏まえ，防災・減災対策に係

る施策を推進するため，令和２年２月に「総合治水・雨水対策基本方針」（以下「基本方針」

という）を策定しました。この基本方針において，長期目標（30年後）として「令和元年

東日本台風など既往最大の降雨に対し，市民生活に大きな影響を及ぼすレベルの床上浸水

などが起きない。」を掲げ，この目標を展望しながら，中期目標（10 年後）として「既往

最大の降雨に対し，被害範囲を縮小するとともに，治水対策の計画降雨に対し床上浸水な

どが起きない。」とする目標を設定しました。まずは，この中期目標の実現に向けて，自助・

共助・公助による具体的な取組を推進するため，「（仮称）宇都宮市総合治水・雨水対策推

進計画」（以下「推進計画」という）を策定しました。 

 

1.2 計画の位置づけ 

    本市のまちづくりの指針となる「第 6次宇都宮市総合計画」の分野別計画「『安全・安心

の未来都市』の実現に向けて」の基本施策「危機への備え・対応力を高める」の実現のた

めの計画です。 

    また，「総合治水・雨水対策基本方針」における目標降雨に対する対策内容を具体化する

計画です。 

さらには，「ＳＤＧｓ」のゴールである「１１ 住み続けられるまちづくりを」「１３ 気

候変動に具体的な対策を」「１７ パートナーシップを達成しよう」の達成に貢献するため

の計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）宇 都 宮 市 総 合 治 水 ・ 雨 水 対 策 推 進 計 画 

第６次宇都宮市総合計画 

第２次宇都宮市上下水道基本計画 

宇都宮市地域防災計画 宇都宮市国土強靭化地域計画 

宇都宮市水防計画 

立地適正化計画 

 

 

 

 

防災指針 

総 合 治 水 ・ 雨 水 対 策 基 本 方 針 

※「危機への備え・対応力を高める」 

推進計画に基づく河川整備などの各種施策の実施 

連携 
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1.3 計画期間 

   令和３年度（2021年度）～ 令和 12年度（2030年度）までの 10年間 

※ ＰＤＣＡサイクルにより毎年進捗状況を確認し，概ね５年後を目途に評価を行い， 

状況に応じて計画の見直しを行う。 

 

1.4 目指すべき姿 

 行政が主体的に行う公助の取組として，河川や下水道の整備による「治水対策」の効

果的な実施に加え，新たに，行政と市民が協働で行う共助の取組として，公共施設や民

有地など市域全体で雨水を貯留・浸透させる「流域対策」と，農地等の保水・遊水機能

を高める「土地利用対策」により，河川への雨水流出を抑制させ，浸水被害の軽減を図

るための流域における貯留量の確保を行うなど，それぞれの対策を行うことでの相乗効

果によって治水に対する安全度の向上を図ります。 

さらに，浸水が発生した場合における被害軽減のため，自分自身の身を守るための自

助の取組を促進するものとして，ハザードマップの周知や避難誘導体制の強化などによ

る「防災・減災対策」も併せ，自助・共助・公助による官民の垣根を越えた連携を具体的

で実効性のある取組として計画に位置付け，更なる水害に強いまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共助 
自助 公助 総合的な対策で人的被害“ゼロ”を継続 

【具体的で実効性のある内容
を計画に位置付け】

○「河川整備の効果的な実施」

○「流域における貯留量の確保」

○「ハザードマップの周知」や

  「避難誘導体制の強化」

【自助】自分自身の身を守る。 

【共助】行政と市民が協働で行う。 

【公助】行政が主体となって行う。 

 

～官民の垣根を越えた連携～ 
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2. 宇都宮市の概要 

2.1 位置と地勢 

2.1.1 位置 

本市は，栃木県のほぼ中央，東京から北に約 100㎞の距離に位置し，面積は 416.85㎢で，県

土の約 6.5％を占めています。 

南北には東北新幹線，東北自動車道，国道４号が，東西には北関東自動車道が市内を貫くなど，

主要な交通が交差する要衝にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 宇都宮市の位置図 

2.1.2 地勢 

広大で肥沃な関東平野のほぼ北端に位置し，北部には丘陵地帯が連なり，高台からは南に関東

平野の地平線，晴れた日には富士山の雄姿を，また，北西には日光連山を望むことができます。 

本市を流れる主な一級河川の状況は，国が管理する一級河川鬼怒川が，上小倉町を本市上流端

として東部を流れ，東木代町を本市下流端として上三川町へ流下しています。また，栃木県が管

理する一級河川田川が,石那田町を本市上流端として中央部の JR 宇都宮駅西側の中心市街地を

流れ，御田長島町を下流端として上三川町へ流下しており，一級河川姿川が,新里町を上流端と

して西部地域の観光地大谷地区を流れ，幕田町を本市下流端として壬生町へ流下しています。 

鬼
怒
川 

田
川 

姿
川 
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2.2 土地利用の推移 

 

人口増加やモータリゼーションの進展に伴い，本市では市街地（建物用地）は 1976（昭和

51）年から 2014（平成 26）年までの約 40 年間で 4,500ha から 11,500 ha へと約 2.5 倍に

拡大しています。一方で，農地や緑地，森林は約 6,000ha 減少しています。 

山林や農地は，洪水時の雨水流出を一定程度保水する機能を有していることから，農地等

が開発されて市街化が促進されたことによって，保水機能が低下し，短時間に多量の雨水が

河川や下水道に流れ込むようになりました。 

 

 

図 2.2 市周辺の建物用地と農地・緑地の分布 

出典：宇都宮市 立地適正化計画 2019（平成 31）年３月   
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2.3 本市が進めるまちづくり 

 

本市では，人口減少，超高齢化社会が進行する中にあっても，将来にわたって市民生活の質を

維持・向上し安全・安心で持続的な発展ができるまちを実現するため，市町村合併の経緯など本

市の成り立ちを踏まえ，中心市街地や郊外部などに都市拠点や地域拠点，産業・観光拠点を設定

し，それぞれの拠点にまちの機能を集約したうえで，それらを利便性の高い公共交通などで連携

した「ネットワーク型コンパクトシティ（ＮＣＣ）」の形成を進めております。 

その「ＮＣＣ」の形成にあたっては，自然災害に対し都市構造を強化することが必要不可欠で

あり，「第６次宇都宮市総合計画」において，「『安全・安心の未来都市』の実現に向けて」を掲

げ，水害に強いまちづくりを目指すこととしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 「ネットワーク型コンパクトシティ」の実現イメージ 
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2.4 本市を流れる河川の流域概要 

  

河川に雨水が集まってくる範囲を「流域」といいます。本市は，中心部を流下する田川流域，

西部を流下する姿川流域，東部を流下する鬼怒川流域・小貝川流域の主に３流域に分かれてい

ます。 

田川流域には，一級河川田川が中心市街地を流れ，田川へと合流する一級河川の釜川や市の

管理する都市基盤河川の御用川，準用河川の求喰川や向川なども流れております。 

姿川流域には，一級河川姿川が本市の西部地域を流れ，その流域には上流から農地が広がっ

ており，姿川へと合流する市の管理河川である準用河川の鶴田川や鎧川なども流れております。 

鬼怒川・小貝川流域には，一級河川鬼怒川が本市の東部地域を流れ，その流域には上流から

農地が広がっており，市の管理河川である都市基盤河川の奈坪川や準用河川の新堀川，大久保

谷地川が流れております。 

これらの３流域を流れる市の管理河川の多くは本市の市街化区域を流れており，市民の皆様

が目にすることも多い身近な河川です。 

また，この田川，姿川，鬼怒川の３河川は，水防法での洪水予報河川に指定された水防上重

要な河川となっています。 

 

表 2.1 本市の河川流域 

流域名称 県管理河川 

本市管理河川 

都市基盤河川 準用河川 

田川流域 
田川・釜川  
など 

御用川 など 求喰川，向川，一侍川，辰巳川 など 

姿川流域 姿川 など － 新川，鶴田川，流川，鎧川 など 

鬼怒川・小貝川流域 江川 など 奈坪川 など 越戸川，新堀川，大久保谷地川，山下川 など 

 

【一級河川】：国土保全または国民経済上，特に重要な水系であると政令で指定した中で国土交通大臣が指定

する河川。 

【準用河川】：市町が指定し，河川法の規定が準用される河川。   
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図 2.4 宇都宮市全図 
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2.5 河川・下水道雨水幹線の整備状況 

2.5.1 河川整備 

ア 準用河川 

 準用河川は，市民生活上重要な河川を市町村長が指定し，河川法の規定が準用される河川です。 

市内の準用河川については，浸水被害が発生している河川を優先的に整備しており，河川整備

の目標としている降雨量は５年に一度程度の降雨に対応するもの（５年確率降雨 47.2mm/hr）

としています。 

イ 都市基盤河川 

都市基盤河川とは，一級河川のうち，流域面積が概ね 30km2以下と比較的小さな区間につい

て，早期改修の必要性がある場合，地域行政との関連を踏まえたきめ細かい治水対策を進めるた

め，市町村長が施行主体となって河川の整備を実施するもので，現在，奈坪川と御用川の改修工

事を行っております。 

 

表 2.2 河川整備率                        

 

 

 

 

 

          令和３年３月末時点  

 

2.5.2 下水道雨水幹線整備 

宇都宮市内の下水道雨水幹線整備は，「宇都宮市公共下水道雨水整備改定計画 後期計画」に

基づき，浸水被害が発生している排水区を優先的に整備しております。 

なお，下水道雨水幹線整備の目標としている降雨量は，５年確率降雨に対応しております。 

表 2.3 雨水幹線整備率 

 

令和２年 12月末時点 

 

 

 

  

雨水幹線 64076 36046 56.3%

計画延長
(ｍ)

整備延長
（ｍ）

整備率

河川
計画延長

（ｍ）

河川整備延長

（ｍ）
整備率

準用河川 67,089 39,039 58.6%

都市基盤河川 31,689 22,326 70.5%
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2.6 降雨の状況 

2.6.1 降水量 

宇都宮気象台（気象庁）における過去 50 年の年降水量と年最大時間（60 分）雨量をそれ

ぞれ図 2.5，図 2.6に示します。50年間の平均年間降水量は 1483.3㎜/年です。 

本市の過去の年最大時間雨量をみると，平成 28年（2016）年８月 18日には時間最大雨量

83.0 ㎜/hr を記録するなど，河川整備及び下水道整備の目標としている降雨量を上回る「超

過降雨」が発生しております。 

 

図 2.5 年降水量の経年変化（1971年～2020年：50年間） 

出典：宇都宮気象台 

 

図 2.6 年最大時間雨量の経年変化（1971年～2020年：50年間） 

出典：宇都宮気象台 
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2.6.2 豪雨の状況 

図 2.7 に示すように，1 時間降水量 50 ㎜以上の年間発生回数は全国的に増加傾向にあります。 

本市においては，平成 25 年から平成 29 年の間に，準用河川整備の目標としている降雨量

47.2mm/hr（５年確率の短時間降雨）を上回る降雨が局所的に４回発生しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4  

図 2.7 １時間降水量 50㎜以上降雨の発生回数の全国的な推移 

出典元：気象庁 HP（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html） 

 

表 2.4  過去５年間の時間最大降雨（mm/hr） 

 

 

 

 

 

 

  

順位 H25 H26 H27 H28 H29

38.5 49.0 46.5 83.0 39.0

9/5 9/7 9/9 8/18 7/25

37.0 34.0 38.5 51.5 30.5

7/14 6/23 9/10 9/7 10/23

26.0 33.0 33.5 47.5 30.0

6/15 10/14 7/28 9/8 8/19

25.0 30.0 33.0 35.0 26.5

7/27 6/25 7/23 9/18 8/1

22.5 23.5 24.0 29.0 25.0

7/7 8/10 7/30 8/22 7/6

1

2

3

4

5

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html
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2.6.3 令和元年東日本台風による浸水被害 

令和元年東日本台風による浸水被害は，表 2.5に示すように，主に田川流域と姿川流域の多く

の地点において発生し，特に中心市街地では甚大な被害となりました。（図 2.8） 

 

表 2.5 令和元年東日本台風による被害件数一覧 

 

 

 

図 2.8 令和元年東日本台風による浸水被害状況  

 

 

 

 

 

床上浸水 469 件 92 件 2 件 563 件 千波町，東塙田町，大谷町　他

床下浸水 239 件 35 件 0 件 274 件 栄町，大通り2丁目，大谷町　他

河川溢水 5 件 14 件 3 件 22 件 宝木本町，東町　他

道路冠水 126 件 32 件 3 件 161 件 千波町，南大通り1丁目　他

項目 町名
田川流域 姿川流域

被害件数

合計その他
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3. 国の「流域治水」を踏まえた総合治水・雨水対策 

3.1「流域治水」の考え方 

国土交通省は，令和２年７月，近年の水災害による甚大な被害を受け，国土交通省防災・減災

対策本部会議において，「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」のとりまとめを行い，その施

策の１つとして，施設能力を超過する洪水が発生することを前提に，社会全体で洪水に備える水

防災意識社会の再構築を一歩進め，気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ，あらゆる関

係者が協働して流域全体で行う，「流域治水」への転換を推進し，防災・減災が主流となる社会

を目指しております。 

この考え方に基づき，国が管理する一級河川（水系）において「流域治水」の取組を進めるた

め，令和３年３月に 109の河川（水系）で「流域治水プロジェクト」を策定しました。本市を流

れる鬼怒川などの策定に当たっては，本市を含む流域内の県や市町を構成員として「鬼怒川・小

貝川上流流域治水協議会」や「利根川上流流域治水協議会」を組織し，「鬼怒川流域治水プロジ

ェクト」「小貝川流域治水プロジェクト」「利根川・江戸川流域治水プロジェクト」の策定のため，

流域における対策の情報共有や検討を行いました。 

この策定により，流域全体で早急に実施すべき対策の全体像を「流域治水プロジェクト」とし

て示し，ハード・ソフト一体の事前防災対策の加速を図ることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 国土交通省が示す「流域治水」の考え方 

出典：国土交通省「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について」 答申 R2.7 
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図 3.2 鬼怒川流域治水プロジェクトの概要 

出典：国土交通省関東地方整備局下館河川事務所「鬼怒川・小貝川上流流域治水協議会」HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3 小貝川流域治水プロジェクトの概要 

出典：国土交通省関東地方整備局下館河川事務所「鬼怒川・小貝川上流流域治水協議会」HP 
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図 3.4 利根川・江川流域治水プロジェクトの概要 

出典：国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所「利根川上流流域治水協議会」HP   
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3.2 「流域治水」と本市の推進計画の関わり方 

 

国の「流域治水」の考え方を踏まえ，栃木県の河川整備計画と整合を図りながら本市の役割を

果たすよう推進計画に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5 流域治水と推進計画の関わり方 

 

「流す」取組，「貯める」取組，「備える」取組の３つの対策を柱とし，行政と市民が協働・連

携し，自助・共助・公助におる取組を進めることにより，近年の局所的豪雨や台風による被害

軽減に努めていきます。 

 

「流す」取組・・・ 河川や下水道などの治水施設整備を行う「治水対策」 

「貯める」取組・・・ 官民協働による公共施設や民間施設における雨水流出抑制施設の設置

促進を行うとともに，まちづくりと連携し，各流域の特性を踏まえ効果

的に保水・浸透機能の保全・回復に取り組む「流域対策」 

「備える」取組・・・ ハザードマップ等の災害情報の提供や避難誘導体制等の充実強化を行

う「防災・減災対策」 

  

【本市の役割】 

これまでの「流す」取組を

軸とし，「貯める」取組の

強化による河川への流出抑

制。「備える」取組の充

実・強化 

河川 

整備計画 

調節地の整備を含む

河川改修の実施 

推進計画 

３つの柱に 

基づく総合的な 

治水・雨水対策 

県 市 

国の「流域治水」 

あらゆる関係者による治水対策 

国 
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3.3 栃木県の取組 

 栃木県は，「流域治水」の考え方に基づき，河川整備と流域抑制対策等を併せた総合的な取組を

実施することとしています。 

 

3.3.1 田川の取組 

田川については，令和元年東日本台風において，主に中心市街地で甚大な被害が発生したこと

を踏まえ，本市も参画した「一級河川田川における宇都宮市街地の浸水対策検討会」で，河川氾

濫による床上の浸水被害の防止に向け、河道の掘り下げや調節池整備を実施する計画を取りまと

め，田川の整備内容を定めた「田川圏域河川整備計画」に新たに追加し，令和３年４月に計画の

変更（第４回変更）を行い，令和３年度から，「浸水対策重点地域緊急事業」に着手しました。 

この「浸水対策重点地域緊急事業」により，本来は長い期間を要する中心市街地での浸水被害

の軽減を，概ね５年間という短い期間で実施し，地域の安全性の向上を図ることとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6  栃木県の取組概要（田川） 

 

 

 3.3.2 県の取組と本市の関わり（田川） 

田川については，被害箇所の上流の集水域に日光市を含むなど，集水域が広域で多量の雨水

が集まるため，県が行う河川改修のみで氾濫を完全に防ぐことは困難な状況にあります。 

その流域には，上流域に大きい面積で雨水流出抑制に取り組める農地が広がっています。

「令和元年東日本台風などの既往最大の降雨に対し，市民生活に大きな影響を及ぼすレベルの

床上浸水などが起きないことを目指す。」という本市の基本方針で掲げた長期目標（30年後）

を，県が行う河道の掘り下げや調節池整備などの河川改修に加え，田んぼダムなどの官民協働

で行う本市の「貯める」取組を組み合わせ雨水流出抑制も図ることによって早期実現を目指

し，県の河川整備と連携し，５年間で目標を達成することとしています。 
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3.3.3 姿川の取組 

姿川については，令和元年東日本台風と同規模の降雨による河川氾濫による浸水被害の解消

に向け，姿川上流域の大谷橋から桜田橋区間の河川改修や調節池の整備を概ね 10年間で進める

ため，令和３年４月時点で姿川の整備内容を定めた「思川圏域河川整備計画」の変更を行って

いるところです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7 栃木県の取組概要（姿川） 

 

3.3.4 県の取組と本市の関わり（姿川） 

  姿川については，栃木県の河川改修により，令和元年東日本台風と同規模の降雨に対し，床

上・床下浸水を防ぐことが可能となりますが，それまでの期間における被害軽減を図るため，

本市の「貯める」取組として，官民協働により実施する田んぼダムの試行・効果検証を行うこ

ととしています。 
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3.4 本市の取組 

本市においては，国の「流域治水」の考え方を踏まえるとともに，県の河川整備計画と連携

を図りながら，「流す」「貯める」「備える」の３つの柱に基づき，自助・共助・公助での具体的

で実効性のある取組により，総合的な雨水・治水対策に取り組むこととしております。 

「流す」取組は，河川の水を安全に流すため，計画的に河川や下水道雨水幹線の整備などの

治水対策を実施しております。 

「貯める」取組は，行政と市民が協働で，田んぼダムの普及促進や民有地への雨水貯留タン

クの設置促進，公共施設への雨水貯留・浸透施設の設置などを実施し，河川や下水道への流出

の抑制を図っております。 

「備える」取組は，浸水が発生した場合における被害軽減のため，ハザードマップの周知・

配布などを実施し，市民の自発的な防災活動の促進を図っております。 

 

表 3.1 行政の役割と市民のできること 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

行政の役割と市民のできることを明確化し， 

自助・共助・公助による総合的な計画とする。 

「流す」

「貯める」

「備える」 ・ハザードマップの周知　など ・自発的な防災活動の促進　など

宇都宮市の役割 市民ができること

・計画的な治水施設の整備の実施 ―

・雨水貯留・浸透施設の補助 ・個人でできる流出抑制対策の実施

【本市の役割】 

これまでの「流す」取組を軸とし，「貯める」取組の強化による 

河川への流出抑制，「備える」取組の充実・強化によって，より早く 

治水安全度の向上を図り，被害軽減に努める。 
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4. 基本方針に定めた先行事業の実施 

4.1 先行事業の概要 

令和元年東日本台風の降雨により，宇都宮市において，河川の溢水や道路の冠水など甚大な浸

水被害が発生したことから，令和２年２月に中長期的に目指すべき姿を示した「基本方針」を公

表し，河川整備などによる「流す」取組，雨水を貯留・浸透させる「貯める」取組，被害軽減を

図るための「備える」取組の３つの柱のうち，令和２年７月の出水期までに被害軽減に効果を発

揮できる事業を選定し，目標貯留量約 20万㎥とした「先行事業」に取り組みました。 

表 4.1 先行事業一覧 
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4.2 先行事業の結果 

 

「基本方針」に定めた「流す」「貯める」「備える」の３つの柱に基づく先行事業のうち，特に

「貯める」取組については，田んぼダムの普及促進において，多くの農業者や土地改良区の皆様

からのご協力をはじめ，民有地への雨水貯留では，市民や事業者の皆様のご協力をいただいたこ

とにより，目標とした雨水貯留量約 20万㎥に対して，約 1.6倍の貯留量である約 33万㎥の雨水

貯留量を確保できました。 

 「備える」取組においては，市民の水防災の意識の醸成を図るため，令和元年東日本台風によ

る浸水実績の表示等を行いました。 

 

表 4.2 先行事業の実施結果 

対策内容 主な事業 目標貯留量 達成貯留量 

治水対策 

「流す」 

・護岸かさ上げ，調整池追加掘削 

・雨水放水路の活用による貯留 
９，３６０㎥ ９，３６０㎥ 

流域対策 

「貯める」 

・学校や公園への雨水貯留 

・雨水貯留タンク等の設置 

・市管理ダムの事前放流の検討 

１１１，５４９㎥ １０９，１８０㎥ 

土地利用対策 

「貯める」 
・田んぼダムの普及促進 ８０，０００㎥ ２１７，７３０㎥ 

計  ２００，９０９㎥ ３３６，２７０㎥ 

防災・減災対策 

「防ぐ・備える」 

・被災情報の収集・集約体制の強化 

・令和元年東日本台風の溢水深さの 

電柱表示 

被災情報を迅速かつ効率的に庁内共有するため

の専用システムや，赤川ダムのオンライン監視シ

ステムなどのシステム構築・運用開始 
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4.3 先行事業の評価 

 

 田んぼダムや公共施設を活用した「貯める」取組は，令和２年３月から７月までの短期間（概

ね５か月）で実施し，目標を超える貯留量を確保できました。この効果を確認するため，浸水シ

ミュレーションを行い，田川流域において，令和元年東日本台風時の浸水面積約 150ha に対して

浸水深を最大 5 ㎝程度下げ，併せて浸水面積を約 10ha(サッカーグラウンド約 20 面分)縮小でき

たことが確認できました(図 4.1)。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 先行事業の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一級河川 田川 
一級河川 田川 

令和元年東日本台風浸水被害 先行事業実施後 

浸水面積 約 150ha 

 ⇒約 10ha縮小 

 ⇒浸水深最大約５cm減 

●ＪＲ宇都宮駅 
●ＪＲ宇都宮駅 

県庁● 

宇都宮市役所● 

県庁● 

宇都宮市役所● 

赤枠：令和元年東日本台風浸水範囲 
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田んぼダムについては，浸水シミュレーションにより，特に台風など長時間降雨に対し雨水流

出抑制効果が高いことが確認されました。 

このことから，流域が大きく，広範囲に渡り長時間の豪雨となる台風により溢水が発生する田

川や姿川においては，上流域に大きい面積で雨水流出抑制に取り組める農地が広がっていること

から，田んぼダムなどがより効果的な対策といえます。 

 

公共施設や民有地における貯留・浸透施設については，同様にシミュレーションにより，特に

局所的な短時間の降雨に対し雨水流出抑制効果が高いことが確認されました。 

このことから，流域が小さく，狭い範囲で降る短時間の豪雨により溢水が発生する市管理河川

においては，主に市街地での公共施設や民有地における貯留・浸透施設整備がより効果的な対策

といえます。 

 

 

表 4.3 河川や降雨の特性 

 田川・姿川 市管理の河川 

流域 広い 狭い 

流下時間 長時間 短時間 

水位上昇 緩やか 急激 

水位低下 ゆっくり 速やか 

降雨による影響 

・継続して降り続ける降雨（長時

間降雨）において，溢水被害が発

生する。 

・急激な降雨（短時間降雨）にお

いて，溢水被害が発生する。 

例）台風など 例）ゲリラ豪雨など 

効果的な取組 田んぼダムなど 公共施設の貯留・浸透施設など 

 

 

 

 

 

 

   

河川や降雨の特性を正しく把握し，それぞれの 
 

河川流域での効果的な流出抑制対策を行っていきます。 
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5. 推進計画の基本的方向 

  

 田川・姿川流域については，令和元年東日本台風で大きな被害が発生したことから，長時間降
雨に対して取り組むものとします。 

市管理河川流域については，局所的に発生するゲリラ豪雨などにおいて被害が発生しているこ

とから，短時間降雨に対して取り組むものとします。 

なお，想定される最大規模の降雨（1000年に１回程度）に対しては，自助，共助，公助を組み

合わせた総合的な対策により，人的被害を防止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.1 降雨量の目安 

  

現状 
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5.1 田川・姿川流域の取組目標 

 

「2.6降雨の状況」に記載のとおり，田川・姿川では，継続して降り続ける降雨（長時間降雨）

において溢水被害が広範囲に発生する特徴があり，「2.6.3 令和元年東日本台風による浸水被害」

に記載のとおり，令和元年東日本台風において甚大な浸水被害が発生したことから，令和元年東

日本台風と同規模の降雨に対して総合的な治水・雨水対策に取り組むこととします。 

 

【田川の取組目標】 

田川については，被害箇所の上流の集水域に日光市を含むなど，集水域が広域で多量の雨水が

集まるため，県が行う河道の掘り下げや調節地整備などの河川改修により氾濫を完全に防ぐこと

は困難な状況にあります。 

そのような中，令和元年東日本台風により，主に中心市街地で起きた氾濫に伴い甚大な被害が

発生したことから，基本方針においては既往最大となる令和元年東日本台風と同規模の降雨

（213.6mm/6hr）に対する床上浸水の解消について，30 年後の目標として掲げておりましたと

ころ，緊急的な対策の実施が必要であることも踏まえ，県が行う河道の掘り下げや調節地整備な

どの河川改修と，本市が行う田んぼダムなどの「貯める」取組を一体的に実施することで，本市

の基本方針で掲げた長期目標（30 年後）の早期実現を図り，５年後に床上浸水が起きないこと

を目指します。 

 

【姿川の取組目標】 

姿川については，本市新里町を源流とし，田川に比べ被害箇所までの集水域が小さく，栃木県

の河川整備により令和元年東日本台風と同規模の降雨において氾濫を防ぐことが可能となるこ

とから，10年後に床上・床下浸水が起きないことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2 長時間降雨の事例 
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5.2 市管理河川流域の取組目標 

 

市が管理する準用河川などについては，「2.6降雨の状況」に記載のとおり，ゲリラ豪雨（局所

的短時間降雨）などにおいて，溢水被害が局所的に発生する特徴があり，これまでも多くの箇所

で浸水被害が発生しました。 

これらを踏まえ，河川整備などの「流す」取組や公共施設貯留などの「貯める」取組により，

まず，中期目標(10 年後)までに，既存の河川整備の目標としている降雨量 47.2mm/hr（５年確

率の短時間降雨）(※)の降雨に対し，床上浸水が起きないことを目指します。 

さらに，長期目標(30年後)としては，既往最大（観測史上最大）となった平成 28年８月の局

所的な短時間降雨（83.0㎜/hr）に対し（図 5.3），市民生活に大きな影響を及ぼすレベルの床上

浸水が起きないことを目指します。 

なお，栃木県と本市の取組の連携により田川・姿川における対策期間が大幅な短縮となったこ

とから，市管理河川を含む市全域においても，長期目標（観測史上最大の短時間降雨に対する床

上浸水の解消）の前倒しに向け，引き続き検討をしてまいります。 

※令和元年東日本台風の１時間当たりの最大降雨量は 47.0 ㎜/hr であったことから，中期目標を達成するこ

とで，令和元年東日本台風と同規模の降雨を安全に流すことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3 短時間降雨の事例 
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6 推進計画の取組方針 

 「5.推進計画の基本的方向」に示した中期目標（10年後）・長期目標（30年後）の達成に向け，

「流す」取組と先行事業の評価を踏まえたそれぞれの河川や降雨の特性に適した「貯める」取組

をより効果的に組み合わせ，早期に浸水被害の軽減を図るとともに，市域全域で取り組む「備え

る」取組により，市民の速やかな避難行動や更なる防災意識の醸成を図る。 

6.1 「流す」「貯める」の取組方針 

6.1.1 田川・姿川流域 

田川については，日光市を含む広域な流域の河川でありますが，市域内において栃木県が５

年間で実施する調節池整備などの河川改修と併せ，田んぼダムなどの官民協働で行う「貯める」

取組により，令和元年東日本台風と同規模の降雨（長時間降雨）に対し，浸水シミュレーショ

ンで確認した床上浸水（29.2ha）解消に必要となる貯留量を５年間で確保します。 

姿川については，市内を源流とする河川であることから，田川に比べ被害箇所までの集水域

が小さく，栃木県の河川改修により，10年後に令和元年東日本台風と同規模の降雨に対し，床

上・床下浸水（22.3ha）を防ぐことが可能となりますが，それまでの期間における被害軽減を

図るため，本市では，田んぼダムの試行・効果検証を踏まえ，「貯める」取組を実施していきま

す。 

 

※鬼怒川・小貝川流域については，3.2.1に記載の通り，国において「鬼怒川流域治水プロジェクト」「小貝川

流域プロジェクト」を策定しており，その中で，国や県が行う河川堤防の浸食対策や，流域の市町における

「貯める」取組などにより，鬼怒川・小貝川流域の安全度の向上を図っています。 

 

6.1.2 市管理河川流域 

「流す」取組については，中期目標として，現状の床上浸水発生箇所について河川や下水道

雨水幹線の整備を重点的に実施し，加えて，浸水シミュレーションで確認した床上浸水

（70.1ha）を解消するためにも，必要となる河川や下水道雨水幹線の整備を積極的かつ効果的

に推進します。 

また，長期目標として，30年後に河川等の整備を完了し，河川整備の目標としている降雨量

を安全に流し，治水の安全度を高めます。 

「貯める」取組については，中期目標として，10年後に既存の河川整備の目標としている降

雨量 47.2㎜/hr（５年確率の短時間降雨）に対し，地形的に雨水が溜まりやすい場所などにお

いて，公共施設における貯留・浸透施設の整備などにより，床上浸水（70.1ha）を解消するた

めの貯留量を確保します。 

また，長期目標として，30年後に 83.0㎜/hrの降雨（既往最大の局地的短時間降雨）に対

し，公共施設における貯留・浸透施設の整備などにより，浸水シミュレーションにより確認し

た床上浸水（87.3ha）を解消するための貯留量の確保します。   
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6.2 「備える」取組方針 

「備える」取組については，中期・長期それぞれの目標とする降雨はもとより，想定される最

大規模の降雨（1000年に１回程度）に対しても，人的被害を防止に向け，市民の速やかな

避難行動や更なる防災意識の醸成が図られるよう，ハザードマップの周知や避難誘導体制な

どを強化し，自分自身の身を守るための自助の取組を促進します。 

 

※ なお，これらの取組については，災害に強く，安全で持続可能なＮＣＣの形成に向け，立

地適正化計画に定めた「防災指針」と連携して取り組みます。 

 

 

 

長 期

30年後に 83.0ｍｍ/hr の降雨

（既往最大の短時間降雨）に対し

て，床上浸水（87.3ha）の解消
--

田川流域
期 間

10年後に47.2ｍｍ/hrの降雨（５

年確率の短時間降雨）に対して，

床上浸水（70.1ha）の解消

県・市の取組により５年後に市街

地部において，令和元年東日本台

風（長時間降雨）と同規模の降雨

に対して，床上浸水（29.2ha）の

解消

県・市の取組により10年後に令和

元年東日本台風（長時間降雨）と

同規模の降雨に対して，床上・床

下浸水（22.3ha）の解消

市管理河川流域

中 期

一級河川

姿川流域

表 6.1 取組による成果 

 


